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成
三
十
一
年
二
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二
十
八
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毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
九

木 曜 日

第
二
千
八
百
六
十
四
号

　

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
八
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
山
梨
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
諸
収
入
条
例
別
表
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
定
め
る
額
の
一
部

	

五
九

　

改
正

○
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
）	

六
一

○
道
路
の
供
用
開
始	

六
一

○
道
路
の
供
用
廃
止	

六
二

○
有
害
図
書
類
の
指
定	

六
二

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出	

六
二

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出	

六
三

○
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証	

六
三

○
公
共
測
量
の
実
施
（
二
件
）	

六
三

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可	

六
四

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

六
四

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

六
四

　
　
　
　

企　

業　

局

○
山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程	
六
四

○
山
梨
県
企
業
局
事
務
委
任
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程	
六
四

　
　
　
　

人
事
委
員
会

○
第
九
十
三
回
（
二
千
十
九
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
採
用
試
験
Ａ
の
実
施
に
つ
い
て	

六
五

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
三
十
八
号

　

山
梨
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
諸
収
入
条
例
別
表
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
定
め
る
額
（
昭
和
六
十
一
年

山
梨
県
告
示
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　

1
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

そ
の
他
の
機
械

器
具
又
は
設
備

1
時
間

1
件
1
時
間

1
時
間

耐
水
度
試
験
機

熱
特
性
分
析
装
置

超
促
進
耐
光
性
試
験
機

Ｉ
Ｃ
Ｐ
発
光
分
光
分
析
装
置

3		8		0	円
1	 ,		9		7		0	円
1	,		7		2		0	円
4	,		5		6		0	円

　
　
　
　
「

素
材、

	

機
械、

電
子
及

び
化
学

材
料
試

験

（表
面
分
析

試
験

）

1
試
料

表
面
分
析

深
さ
方
向
分
析

1		6	,		3		9		0	円
2		 9	,		5		1		0	円

エ
ッ
ク

ス
線
回

折
試
験

1
試
料

エ
ッ
ク
ス
線
回
折
装
置

に
よ
る
分
析

定
性
分
析

応
力
測
定

	2 	,		3		3		0	円

	5 	,		7		2		0	円
	7 	,		8		0		0	円

電
子
顕

微
鏡
試

験

（電
子
顕
微

鏡

（Ｅ
Ｐ
Ｍ
Ａ

）に
よ

る
面
線

定
性
分

析

）

1
試
料

1
成
分

複
成
分

1		9	,		8		1		0	円
2		 4	,		7		6		0	円

2
の
表
中

非
破
壊

試
験

1
件

エ
ッ
ク
ス
線
透
過
試
験

装
置
に
よ
る
像
観
察

8		6		0	円

を



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
十
四
号　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

六
〇

1
件

エ
ッ
ク
ス
線
Ｃ
Ｔ
装
置

に
よ
る
ス
キ
ャ
ン
試
験

4	,		9		7		0	円

1
件

エ
ッ
ク
ス
線
Ｃ
Ｔ
装
置

に
よ
る
ス
キ
ャ
ン
試
験

（高
分
解
能

）

1		2	,		7		9		0	円

1
件

マ
イ
ク
ロ
フ
ォ

カ
ス

エ
ッ
ク
ス
線
透
視
装
置

に
よ
る
像
観
察

1	 ,		0		1		0	円

化
学
試

験

（Ｉ
Ｃ
Ｐ
発

光
分
光

法
に
よ

る
定
量

分
析

）

1
測
定

測
定
波
長
領
域

	1	9	0	ｎ
ｍ

〜	8	0	0		
ｎ
ｍ

	1	2	0	ｎ
ｍ

〜	8	0	0	
ｎ
ｍ

6	,		4		2		0	円

8	 ,		7		5		0	円

」	

「

繊
維

（

ニ
ッ
ト

製
品
及

び
そ
の

原
材
料

を
除
く

。
）

そ
の
他

の
試
験

1
試
料

耐
水
度
試
験

5		9		0	円

素
材、

	

機
械、
電
子
及

び
化
学

材
料
試

験

（表
面
分
析

試
験

）

1
試
料

表
面
分
析

深
さ
方
向
分
析

1		6	,		3		9		0	円
2		 9	,		5		1		0	円

エ
ッ
ク

ス
線
回

折
試
験

1
試
料

エ
ッ
ク
ス
線
回
折
装
置

に
よ
る
分
析

定
性
分
析

応
力
測
定

		2	,		3		3		0	円

5	 ,		7		2		0	円
7	 ,		8		0		0	円

電
子
顕

微
鏡
試

験

（電
子
顕
微

鏡

（Ｅ
Ｐ
Ｍ
Ａ

）に
よ

る
面
線

定
性
分

析

）

1
試
料

1
成
分

複
成
分

1		9	,		8		1		0	円
2		 4	,		7		6		0	円

　

に
改
め
る
。

非
破
壊

試
験

1
件

エ
ッ
ク
ス
線
透
過
試
験

装
置
に
よ
る
像
観
察

	8		6		0	円

1
件

エ
ッ
ク
ス
線
Ｃ
Ｔ
装
置

に
よ
る
ス
キ
ャ
ン
試
験

4	,		9		7		0	円

1
件

エ
ッ
ク
ス
線
Ｃ
Ｔ
装
置

に
よ
る
ス
キ
ャ
ン
試
験

（高
分
解
能

）

1		2	,		7		9		0	円

1
件

マ
イ
ク
ロ
フ
ォ

カ
ス

エ
ッ
ク
ス
線
透
視
装
置

に
よ
る
像
観
察

1	 ,		0		1		0	円

化
学
試

験
（Ｉ

Ｃ
Ｐ
発

光
分
光

1
測
定

測
定
波
長
領
域

	1	9	0	ｎ
ｍ

〜	8	0	0		
ｎ
ｍ

	1	2	0	ｎ
ｍ

〜	8	0	0

6	,		4		2		0	円

8	,		7		5		0	円 　

六
〇
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梨
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六
一

法
に
よ

る
定
量

分
析

）

ｎ
ｍ

そ
の
他

の
試
験

1
測
定

熱
特
性
分
析
試
験

3	 ,		0		5		0	円

」

山
梨
県
告
示
第
三
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

塩
平
窪
平
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
市
牧
丘
町
西
保
下
字
法
喩
庵
一
三
六
七
番
一

地
先
か
ら

山
梨
市
牧
丘
町
西
保
下
字
法
喩
庵
一
三
七
五
番
三

地
先
ま
で

旧

一
一
・
三
〜

四
一
・
〇

六
八
・
二

新

一
一
・
三
〜

三
一
・
四

六
八
・
二

山
梨
県
告
示
第
四
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

河
口
湖
精
進
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
石
字
湖
中
二
五
八
五

番
二
地
先
か
ら

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
石
字
湖
中
二
五
八
五

番
三
地
先
ま
で

旧

一
四
・
三
〜

一
五
・
四

九
二
・
八

新

一
二
・
五
〜

一
三
・
三

九
二
・
八

山
梨
県
告
示
第
四
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

四
日
市
場
上
野
原
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

都
留
市
井
倉
字
沢
戸
七
五
九
番
三
三
地
先
か
ら

都
留
市
井
倉
字
沢
戸
七
五
九
番
二
四
地
先
ま
で

旧

六
・
〇
〜六
・
三

四
五
・
五

新

六
・
〇
〜六
・
三

四
五
・
五

三
・
〇
〜九
・
五

五
五
・
四

山
梨
県
告
示
第
四
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
十
四
号　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

六
二

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

四
日
市
場
上

野
原
線

都
留
市
井
倉
字
沢
戸
七
五
九
番
三

三
地
先
か
ら

都
留
市
井
倉
字
沢
戸
七
五
九
番
二

四
地
先
ま
で

五
五
・
四

平
成
三
十
一

年
三
月
四
日

山
梨
県
告
示
第
四
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
廃
止
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

	
山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
廃
止
の

期
日

県
道

富
士
吉
田
山

中
湖
自
転
車

道
線

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
字
梨
ヶ
原

中
道
三
三
六
八
番
九
地
先
か
ら

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
字
法
印
塚

三
三
三
七
番
一
地
先
ま
で

九
一
五
・
〇

平
成
三
十
一

年
三
月
一
日

山
梨
県
告
示
第
四
十
四
号

　

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の
を
有
害
図
書
類
と
し
て
指
定
し
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

指
定
す
る
図
書
類
（
雑
誌
）
の
名
称
及
び
発
行
所

名　
　
　
　
　
　
　
　

称

発　
　

行　
　

所

JK

女
将
ハ
ジ
め
ま
し
た
。

竹
書
房

魅
惑
の
カ
ノ
ジ
ョ
と
×
×
×
！

コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

甘
口
奥
様
の
と
ろ
け
る
体
験

一
水
社

ク
ラ
ス
メ
イ
ト
は
え
っ
ち
な
優
等
生

コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

絶
対
恋
愛		SW

EET
		

恋
、
つ
か
ま
え
た

笠
倉
出
版
社

無
敵
恋
愛	S	

＊	girl

ぶ
ん
か
社

二	　

指
定
す
る
理
由　

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
甚
だ
し
く
粗
暴
性
を
助
長
し
、
又
は
著
し
く
犯

罪
を
誘
発
す
る
等
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

株
式
会
社
ニ
ト

リ　

代
表
取
締
役　

似
鳥
昭
雄　

北
海
道
札
幌
市
北
区
新
琴
似
七
条
一
丁
目
二
番
三
十
九
号

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

ニ
ト
リ
富
士
吉
田
店　

山
梨
県
富
士
吉
田
市
下
吉
田

六
丁
目
六
番
二
十
五
号

　

2　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

変
更
事
項

変
更
前

変
更
後

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

山
梨
県
富
士
吉
田
市
下
吉
田

二
千
五
百
一
外

山
梨
県
富
士
吉
田
市
下
吉
田

六
丁
目
六
番
二
十
五
号

　

3　

変
更
の
年
月
日　

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
十
四
号　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

六
三

三　

届
出
年
月
日　

平
成
三
十
一
年
二
月
十
九
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
六
月
二
十
八
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

住
所

株
式
会
社
ニ
ト
リ

代
表
取
締
役　

似
鳥
昭
雄

北
海
道
札
幌
市
北
区
新
琴
似
七
条
一
丁
目
二
番
三
十
九

号

二　

届
出
の
概
要

　

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

㈠　

名
称　

ニ
ト
リ
富
士
吉
田
店

　
　

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
富
士
吉
田
市
下
吉
田
六
丁
目
六
番
二
十
五
号

　

2　

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
更
事
項

変
更
前

変
更
後

駐
輪
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

収
容
台
数　

二
十
八
台

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

収
容
台
数　

二
十
八
台　

荷
さ
ば
き
施
設
の
位

置
及
び
面
積

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

面
積　

百
五
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

面
積　

百
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

設
の
位
置
及
び
容
量

容
量　

三
十
五
立
方
メ
ー
ト
ル

容
量　

二
十
七
立
方
メ
ー
ト
ル

　

3　

変
更
す
る
年
月
日　

平
成
三
十
一
年
十
月
二
十
日

三　

届
出
年
月
日　

平
成
三
十
一
年
二
月
十
九
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
六
月
二
十
八
日
ま
で　

◉　

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称　

富
士
吉
田
市

二　

調
査
を
行
っ
た
時
期　

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三　

成
果
の
名
称　

地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四　

調
査
を
行
っ
た
地
域　

富
士
吉
田
市
上
吉
田
、
下
吉
田
東
一
丁
目
の
各
一
部

五　

認
証
年
月
日　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

◉　

公
共
測
量
の
実
施

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
南
ア
ル
プ
ス
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

測
量
の
種
類　

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
作
成
）

二　

測
量
の
地
域　

南
ア
ル
プ
ス
市
の
一
部

三　

測
量
の
期
間　

平
成
三
十
年
九
月
五
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日
ま
で

◉　

公
共
測
量
の
実
施

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
甲
府
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
十
四
号　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

六
四

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

測
量
の
種
類　

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
作
成
）

二　

測
量
の
地
域　

甲
府
市
の
一
部

三　

測
量
の
期
間　

平
成
三
十
一
年
二
月
十
五
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

◉　

土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

組
合
の
名
称　

上
野
原
市
上
野
原
駅
南
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
業
施
行
期
間　

平
成
二
十
六
年
度
か
ら
平
成
三
十
二
年
度
ま
で

三	　

施
行
地
区　

上
野
原
市
大
字
新
田
字
篠
久
保
、
宇
川
井
田
、
字
稲
干
場
、
字
腰
巻
及
び
字
清
水
の

各
一
部

四　

事
務
所
の
所
在
地　

上
野
原
市
上
野
原
三
千
八
百
三
十
二
番
地　

上
野
原
市
役
所
内

五　

設
立
認
可
の
年
月
日　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
三
日

六　

変
更
認
可
の
年
月
日　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
一
日

◉　

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

笛
吹
市
春
日
居
町
鎮
目
字
南
河
原
二
の
一
、
三

の
一
、
三
の
四
か
ら
三
の
六
ま
で
、
十
の
一
部
及
び
十
一
並
び
に
水
の
一
部
、
字
小
島
田
二
の
五
及

び
百
四
十
七
の
二
十
七
、
字
的
場
五
百
七
十
一
の
十
三
及
び
五
百
七
十
五
の
十
並
び
に
字
小
御
堂
五

百
七
十
九
の
一
、
五
百
七
十
九
の
三
、
五
百
八
十
三
の
一
、
五
百
八
十
七
の
二
、
六
百
三
十
三
の
七

及
び
六
百
三
十
六
の
四
並
び
に
石
和
町
山
崎
字
伊
勢
宮
百
三
十
四
の
一
の
一
部
、
百
三
十
五
、
百
三

十
五
の
二
、
百
三
十
九
の
四
の
一
部
、
百
三
十
九
の
六
、
百
三
十
九
の
七
及
び
百
四
十
一
の
五
の
区

域
二　

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
置
及
び
区
域

水
路

次
の
図
の
と
お
り

　

	　

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
東
建
設
事
務
所
及
び
笛
吹
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

三	　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

笛
吹
市
石
和
町
山
崎
百
八
十
二
番
地　

株
式
会
社
小

林
リ
ー
ス　

代
表
取
締
役　

小
林
行
夫

◉　

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
唐
松
入
四
千
八
百
三
十

八
番
一
の
一
部
の
区
域

二	　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

富
士
吉
田
市
上
吉
田
四
千
八
百
三
十
八
番
地　

株
式

会
社
タ
ケ
エ
イ
グ
リ
ー
ン
リ
サ
イ
ク
ル　

代
表
取
締
役　

秋
庭
勉

　
　
　
　
　
　

企　

業　

局

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

　

山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

宮　
　

澤　
　

雅　
　

史　
　

　
　
　

山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
十
七
号
中
「
石
和
温
泉
給
湯
受
給
権
」
を
「
石
和
温
泉
の
給
湯
の
停
止
及
び
給
湯
受
給

権
」
に
改
め
、
「
承
認
（
」
の
下
に
「
受
給
者
か
ら
の
申
出
に
よ
る
契
約
の
解
除
及
び
」
を
加
え
、

「
及
び
給
湯
装
置
工
事
指
定
店
の
決
定
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

　

山
梨
県
企
業
局
事
務
委
任
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
十
四
号　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

六
五

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

宮　
　

澤　
　

雅　
　

史　
　

　
　
　

山
梨
県
企
業
局
事
務
委
任
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

山
梨
県
企
業
局
事
務
委
任
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
六
号
中
「
承
認
（
」
の
下
に
「
受
給
者
か
ら
の
申
出
に
よ
る
契
約
の
解
除
及
び
」
を
、

「
限
る
。
）
」
の
下
に
「
及
び
給
湯
装
置
工
事
指
定
店
の
指
定
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　

人
事
委
員
会

◉　

第
九
十
三
回
（
二
千
十
九
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
採
用
試
験
Ａ
の
実
施
に
つ
い
て

　

第
九
十
三
回
（
二
千
十
九
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
採
用
試
験
Ａ
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

信　
　

田　
　

恵　
　

三　
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 １ 試験職種及び採用予定人員等

試験職種 区分
採用予定

人  員
職務内容

警察官Ａ

男性 ３４名程度
個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の

予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の

取締り、その他公共の安全と秩序の維持の任

務に従事する。
女性  ７名程度 

                                                                                         
 ２ 受験資格                                      

 (１) 受験できる者                   

  ア 年齢、性別及び学歴

試験職種 区分 年齢及び性別 学歴

警察官Ａ

男性
昭和61年4月2日以後に

生まれた男性
学校教育法による大学

（短期大学を除く。）を卒

業した者若しくは平成３２

年（２０２０年）３月まで

に卒業見込みの者又は人事

委員会がこれと同等以上の

学力があると認める者女性 
昭和61年4月2日以後に

生まれた女性 

     ※ 「これと同等以上の学力があると認める者」の例

     ・気象大学校大学部(修業年限４年のものに限る。）、海上保安大学校本科、防衛大学校

      等を卒業した者又は卒業見込みの者

     ・独立行政法人大学改革支援・学位授与機構（旧独立行政法人大学評価・学位授与機構を 

含む）から学士の学位を授与された者又は授与される見込みの者

       ・外国における大学等を卒業(通算修学年数が１６年以上となるものに限る。)した者又は

      卒業見込みの者

 (２) 次のいずれかに該当する者は、受験できないものとする。

  ア 日本国籍を有しない者

  イ 地方公務員法第１６条に該当する者（次のいずれかに該当する者）

     ・成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。）

     ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな 

るまでの者

     ・山梨県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

     ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の

      団体を結成し、又はこれに加入した者
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３ 試験案内の配布及び受付期間等

 （１）試験案内配布開始日 ３月１４日（木） 

 （２）受付場所、受付期間及び受付時間 

区分
受付場所

・送付先
受付期間 受付時間等

持参

山梨県内

各警察署

３月１４日（木）から

４月１２日（金）まで

（土曜日、日曜日及び祝日を含む。）
午前８時３０分から午後５時１５分

まで 

山 梨 県

警察本部

警 務 課

３月１４日（木）から

４月１２日（金）まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

郵送
３月１４日（木）から

４月１２日（金）まで

４月１２日（金）までの消印のあるも 

のに限り受け付ける。

インター

ネット

３月１４日（木）から

４月 ５日（金）まで

４月５日（金）の午後５時１５分までに 

受信したものに限る。 

〔期間中常時受付〕

４ 試験日及び試験会場 

区  分 試  験  日 試  験  会  場

第１次試験

５月１２日（日） 

（教養試験・論文試験） 

（受付時間） 

午前８時３０分から午前８時５０分まで

甲府市内 

（試験会場は、決定次第、山梨県ホ

ームページ等に公表するとともに、

受験票に明記して受験者に通知す

る。）

第２次試験

５月２５日（土） 

（集団面接） 

県庁防災新館 

（甲府市丸の内一丁目６－１）

５月２６日（日） 

（適性検査・身体検査（１回目）・体力試験） 

 

山梨大学甲府キャンパス

（甲府市武田四丁目４－３７）

 

第３次試験

６月２４日（月）～６月２５日（火）のうち指定

する１日 

（身体検査（２回目）） 

山梨病院

（甲府市朝日三丁目１１－１６）

 

７月８日（月）～７月９日（火）のうち指定する

１日 

（個別面接）

県庁防災新館 

（甲府市丸の内一丁目６－１）
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 ５ 試験方法 

区分 試験種目 配点 内容

第
１
次
試
験

教養試験

 

 

４０点 

 

警察官として必要な一般的知識及び知能について、大学で履修し

た程度の筆記試験を行う。五肢選択式により５０題出題する。 

【出題分野】

社会科学、人文科学、自然科学、文章理解、判断推理、

数的推理、資料解釈 

 【試験時間】１５０分

資格加点
武道 ５点 警察官の職務遂行に有用な資格等の所有者に対し、加点を行う 

（別掲１）。英語 ５点

第
２
次
試
験

身体検査 

（1回目）
―

職務遂行上必要な身体的条件を満たすか否かについて、検査を行う 

（検査項目別掲２）。

体力試験

 

 

 

 

２０点 

 

 

 

職務遂行上必要な体力について、実地試験を行う。

○スポーツ庁が定める新体力テスト実施要項に基づき実施する。

【試験項目】握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、 

20mシャトルラン（往復持久走）、立ち幅とび 

○公益財団法人日本スポーツ協会が定める運動適性テスト実施 

要項に基づき、一定の基準を満たすか否かについて、実施する。

【試験項目】腕立伏臥腕屈伸

人物試験 ２０点 社会性、積極性、表現力等について、集団面接を行う。 

第
３
次
試
験

第１次試験日に実施

論文試験 ２０点

文章による表現力、構成力、課題に対する理解力等について、記述

式による試験を行う。 

【試験時間】９０分

第２次試験日に実施

人物試験 ―
警察官として職務遂行に必要な素質及び適性を有するかどうか

について、適性検査を行う。

人物試験 ５０点 社会性、積極性、表現力等について、個別面接を行う。 

身体検査 

（2回目）
―

胸部疾患、その他の疾病の有無及び職務遂行上必要な身体的条件

を満たすか否かについて、医師による検査を行う（検査項目別掲

２）。 

資格調査 ― 受験資格の有無、申込書記載事項の真否について、調査を行う。 

  （１）  論文試験は、第１次試験日に実施するが、第３次試験として評価するため、第２次試験合

格者のみ採点する。 

      なお、第１次試験日に論文試験を受験しなかった場合、試験を放棄したものとみなし、第

１次試験は不合格とする。

  （２） 人物試験（適性検査）は、第２次試験日に実施するが、第３次試験として評価するため、

第２次試験合格者のみ判定する。 

（３） 資格・技能（第１次試験で加点対象とされた武道・英語の資格等（別掲１）は除く。）、

スポーツ大会出場歴については、第３次試験の人物試験（個別面接）の際に加点要素とする。 

（４） 第１次試験合格者は、教養試験及び資格加点の合計得点の高い順、第２次試験合格者は、

第１次試験及び第２次試験の合計得点の高い順、最終合格者は、第１次試験、第２次試験及
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び第３次試験の合計得点の高い順にそれぞれ決定する。ただし、次の表に掲げる基準に該当

する場合は、合計得点が高くても不合格となることがある。 

区分 試験種目 基準

第１次

試験
教養試験 ・得点が配点の３割未満の場合 

第２次

試験

体力試験（腕

立 伏 臥 腕 屈

伸を除く。）

①得点が配点の５割未満の場合

②次の表に掲げる試験項目ごとの基準をいずれか一つでも満たさない

場合

試験種目
基  準

男性 女性

握力 37kg以上 21kg以上 

上体起こし（30秒間） 12回以上 5回以上 

長座体前屈 27cm以上 31cm以上 

反復横とび（20秒間） 31回以上 27回以上 

20ｍシャトルラン 

（往復持久走） 
18回以上 10回以上 

立ち幅とび 162cm以上 113cm以上 

体力試験（腕

立 伏 臥 腕 屈

伸）

次の基準を満たさない場合

試験種目
基  準

男性 女性

腕立伏臥腕屈伸 10回以上 4回以上 

なお、他の試験種目にもそれぞれ一定の基準があり、一つでも基準に該当する場合は、合

計得点が高くても不合格となることがある。 

  （５） 最終合格者を決定する際、最終合格ラインに得点が同点の者がいた場合には、次の順序に

従って最終合格者を決定する。 

ア 第３次試験・人物試験（個別面接）の得点の上位者 

イ 第２次試験・人物試験（集団面接）の得点の上位者 

ウ 第１次試験の合計得点の上位者 

 ６ 合格者の発表

   (１) 合格発表日

     第１次試験合格者発表           ５月１７日（金）

     第２次試験合格者発表           ６月 ７日（金）

          最終合格者発表           ７月１９日（金） 

    （２）合格発表の方法等     

      各試験の合格発表は、県庁の掲示板に受験番号を掲示するとともに合格者に書面で通知す

る。また、合格者の受験番号は、山梨県ホームページにも掲載する。 

７ 給与

採用試験に合格し採用される者の初任給（地域手当を含む。）は、大学卒の場合約２２１，５ 

００円（平成３１年４月１日現在）である。 

初任給は、学歴その他採用前の経歴により一定の基準で加算される。 

なお、採用前に給与改定等があった場合は、その定めるところによる。 

このほか、通勤手当、住居手当、扶養手当、期末・勤勉手当等が支給要件に応じて支給される。 
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８ その他 

  （１） 勤務開始日については、原則として２０２０年（平成３２年）４月１日とする。

   （２） 受験資格のうち、指定日までに学歴要件を満たすことができない者は、採用候補者名簿 

      から削除する。 

（３） 教養試験の例題及び正答番号並びに論文試験の課題の出題例は、山梨県ホームページに

掲載するとともに、山梨県県民情報センターで閲覧等の用に供するものとする。 

（４） 詳細は、「２０１９年度山梨県警察官採用試験Ａ（第１回）案内」による。 

別掲１  資格加点

    （１）加点の対象となる資格等 

職種 区分 加点対象資格等

警察官Ａ（男性）

警察官Ａ（女性）

武道
①柔道 ２段以上（公益財団法人講道館認定）

②剣道 ２段以上（一般財団法人全日本剣道連盟認定）

英語

①実用英語技能検定        ２級以上

②ＴＯＥＩＣ（公開テストに限る）４７０点以上

③ＴＯＥＦＬ ＰＢＴ      ４６０点以上

              ＣＢＴ      １４０点以上

       ｉＢＴ       ４８点以上

④国際連合公用語英語検定     Ｃ級以上

  

  （２）加点の方法

     武道及び英語のそれぞれの区分において、加点対象資格等を有している受験者の当該資格

    等について、それを証明する書類（原本及び写し）により確認のうえ、第１次試験得点に一 

律に加点する。

         なお、加点対象資格等は、申込書提出時までに取得済みのものに限り、第１次試験日に当 

該資格等について、原本による確認及び原本の写しを提出できない場合は加点しない。 

     

 

（３）資格等の確認書類 

区分 加点対象資格等 確認書類（原本及び原本の写し）

武道
柔道 公益財団法人講道館が発行する柔道段位証書等

剣道 一般財団法人全日本剣道連盟が発行する剣道段位証書等

英語

実用英語技能検定 合格証明書、PROOF OF EIKEN CERTIFICATION 又は Certificate

ＴＯＥＩＣ
Official Score Certificate 又は Official Score Report 

（団体特別受験制度（Institutional Program）のスコアは対象外）

ＴＯＥＦＬ Examinee Score Report 又は Test Taker Score Report 

国際連合公用語英

語検定
国際連合公用語英語検定認定証、合格証明書又は合格証

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

七
〇
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別掲２ 身体検査項目及び合格基準 

検査項目
合格基準 

警察官Ａ（男性） 警察官Ａ（女性）

身
体
検
査

（
１
回
目
）

身長

体重

関節及び五指の運動

１６０㎝以上であること。

４７㎏以上であること。

職務遂行上支障がないこと。

１５０㎝以上であること。 

４３㎏以上であること。

職務遂行上支障がないこと。

身
体
検
査

（
２
回
目
）

視力
両眼とも裸眼視力が０．６以上又は両眼とも矯正視力が１．０以上

であること。

色覚 職務遂行上支障がないこと。

聴力 正常であること。

その他 職務遂行に支障のない身体的状態であること。
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